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令和８年３月 31 日  

 

 各都道府県知事（別記参照） 殿 

 

 

                                     農林水産省経営局金融調整課長 

 

 

「担い手経営発展支援金融対策事業実施要綱第３の３の（１）及び（２）の

農林水産省経営局金融調整課長が別に定める実質負担利率の軽減幅につい

て」について 

 

×今般、担い手経営発展支援金融対策事業実施要綱（平成 28 年１月 20 日付け 27 経営

第 2598 号農林水産事務次官依命通知）第３の３の（１）及び（２）の規定に基づき、農

林水産省経営局金融調整課長が別に定める実質負担利率の軽減幅を別紙のとおり定めた

ので、御了知の上、本制度の円滑かつ的確な実施に御配慮をいただくとともに、関係機

関への周知をお願いする。 
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